
○
文
部
科
学
省
令
第
三
号

公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二

年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就

学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
各
種
学
校
に
つ

い
て
は
、
同
令
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


